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は じ め に

近時,高 度経済成長政 策の矛盾が,し だ いに増大 し,い わゆ る公害問題か らその再検討

の段階 には いったよ うで あ る。 而 して,こ れ に対応 して,い わゆ る生態 学(Ecology)的

視角が多 くの学問分野 に① 拾頭 しつつあ り,教 育 におけ る その傾 向 も 例外で はあ り 得な

い。

もちろん,こ こに小論を展開す るゆえんは只に公害 と教育が ど う関 わ るか とい うもので

はな く,も とより公害対策 に触発 された もので もない。 要 は,教 育現象 を直接,研 究 対象

とす る既 成の教育 学的視角か らは,と もすれば,は み 出 しが ちな諸課題,諸 問題 が続 出 し

つつ ある事実 を指摘 し,も はや,教 育を教育 の中のみで論 ず るのは ,い ささか観念 的す ぎ

るこ と,ひ いて は,多 くの隣接学問分野 との学 際的研究 を提 唱す るため にほかな らない。

もとよ り,衆 知 の ごと く,す でに教育 の社会学 的考察,心 理学的考察な ど,他 の学 問分

野 との協同作業が なか ったわ けでは ない。 しか し,現 在 の時 点で特 に要求 され るべ き分野

は経 済学を頂点 とす る社会 科学 分野で ある。教育へ の経済的 アプ ロー チが従来 まった く見

られなか ったわ けで はない。特 に,シ カゴ大学 のTheodoreW.Schultzが1963年 に世 に問

うたrTheEconomicValueofEducation』 はその典型であ り,ま た,コ ロンビア大 学 の

故C.WrightMinsも 名著WhiteCollar』 の中で教育 に関 し,多 くのペー ジを さいてい

る。 ただ,両 氏 とも,い わ ば ミクロの視 角② か らの教育分析で あ り,前 述 の ごとき問題 意

識 はまだ見 られないよ うで あ り,対 象が ア メ リカ社会にお ける教育を 出ていないので,経

済発展段階的 に見て,彼 我40年 の立遅れ③が ある とされてい るわが国の実情 には,か な り

の修正④が必要 であ ると思われ る。 しか し,少 くとも同 じ社会 体制で あるわが国 の,そ の

将来予測 の一指標 と解 すれば,両 著は等閑視で きない多 くの示唆を与え るもので ある。

その意味で は,む しろ,ハ ーバ ー ド大学 のJohnKennethGalbraithのrTheAffluetzt

Society』(1958)の ほ うがむ しろ,高 度化 した資本 主義社会,つ ま り,W.W.Rostow

が,そ の著rTheStagesofEconomicGrowth』 の中でい う 藁大衆消費時代、 の段 階にお

け る教育を的確 に把握 して い る経済学 者であ ると した い。

要す るに,以 上の ごと くr教 育 に対す る経済 的接近 は,ま だ その歴史が浅 く,わ が国に

お ける研究者 も,東 京大学の清水義弘氏を 中心 とす る一連 の学者 グループがか な りの業 績

を あげて いるほか⑤北海道 大学教育学部,名 古屋大学,東 北 大学,大 阪大学 などに,そ れ

ぞれ僅少 なる研究者 を有 す るにすぎない ので ある。

特 に,せ っか くの この研究志 向 にお ける障害 は,右 翼的観念 的な教育論であ る。す なわ

ち,教 育 を神聖視す るあま り,こ の経 済視角 よ りの考察を,「 教育 の冒漬」 な りとす る。

次 に,左 翼陣営 の中か らも 「あま りに も即物的」,ま た新左翼か らは 「学 生を物質 あつか

いす る」 の声を聞 くことで あ る。 もとよ り,こ れ らはすべて 当を得て いない ことは言を ま

たないであ ろう。

一78



教育における比較優位

次 に述 べ る本論 は,も とよ り,上 記 の問題 点のすべて をcoverす るに 足 りるもので はな

い。 それで も,少 くとも,か か る視角 か ら教 育を 見た とき,そ の研究 当事者 の網 膜 に投影

され る映像 とはな にか を理 解い ただけ ると信ず る。

本 論

前述のごとく,一 連の高度経済成長政策が,も とより国民の繁栄を志 したものであった

のに,結 果的には現在の公害となってあ らわれたごと く,教 育においてもその志向 したも

のが現実には,子 どもをspoilし,社 会を堕落 させる結果になっていたのでなかろうかと

いう問題提起が存在する。

すなわち,生 態学を環境学と書きかえれば,子 どもをとりま く,教 育的 諸条件におい

て,あ るいは学校教育が特に知育教育に偏 している事実,家 庭教育 ・企業内教育など,い

わば非意図的 ・非制度的な教育環境の整備 と努力がneglectさ れている事実がある。この

問題は一連の都市化現象の進む中で,か えって非都市的な自然環境が忘れ去 られてゆ くこ

と,非 合理的ではあるかも しれないが,情 操的生活部分の多かった旧農村的生活への回帰

を求ある昨今の都市生活者の動向 と軌を一に しないであろうか。

1.機 能 と制度の背馳

まず,教 育 にお ける一 つの概念 と して,そ の機能 を考 える とき,教 育 され る個体で あ る

子 どもに対 し,相 対的関 係 にある ものは,教 師 ・両親 ・家族 か ら,地 域社会 ・自然環境 な

ど,あ らゆ る生物 ・無生 物の い っさいが考 え られ る。す なわ ち,教 育 とは,こ れ らい っさ

い の働 きか けが,個 体 に内面 的な発達 ・変化 を発生 させ るもの にほかな らず,外 面 的で の

生存 ・棲 息 とよばれ るもの と対応 す る。 しか し,そ れが 意図的 ・制度 的に なった もの,す

なわ ち,飼 育 ・育成裁培 と呼称 され るものに対 し,教 育 は内面的 に,い か に対応 してい る

で あろ うか。つ ま り,平 た く申せば,生 産技 術 の高度化 に対応 して,教 育 において も,ビ

ニール ・ハ ウスによ る野菜 の促成裁培 や,ブ ロイ ラー養鶏法⑥ と軌 を一 に した教育が,あ

たか も,高 度教育 成長政策 と考 え られて いないか とい うことで ある。

教育 に おけ る機 能の問題 は,こ こで,そ の対立概念 であ る制度 と交差す る。 もとよ り,

制度 とは,あ る 目的に沿 って,あ る機能 を固定化す ることで あ るが,そ れ は意 図 され た主

体 の利 益 のため,一 方的 に規 定 されが ちであ る。 ゆえに,個 体 を と りま く教 育環境状況 が

変化 し,そ のゆえに機能が ま った く停 止 し,制 度 のみが 形式 と して 形骸 化す るに到 って

も,外 か らの力が加わ らぬあいだ は,な お,社 会 的拘束力を有 す るのが常 であ る。

すなわ ち,個 体の周辺 の環 境変化 に対 応 して,教 育機 能の適応 は,き わめてdynamic

にお こな われ 得 る。 た とえば,テ レビの 出現 は当初 は ミ教育 の敵ミ であ ったが,あ る段階

に普及す る と,教 育機能 は逆 にそれを取 りこむよ うに変質 し,い わ ゆ る視 聴覚教育 が推進

されは じめた。 しか し,そ れが制度 上の改革 とな るには,な お,多 くの反 対意見 との長い

抗争 の年 月が必要 であ った。

機能 と制度 の ズ レ,矛 盾 が問題 にな る原 因は,教 育が元 来,非 経済 原則 す なわち ソロバ

ンに合 わぬ もので あ るためで あ る。 た とえば,上 述 のテ レビの ばあいに して も,一 教師が

自宅 に設 置 して も,し ょせん は寺 小屋 のscaleを 出るこ とは 不可能 であ る。各 小学校 に一

台ず つ と して も,そ れ は教育 委員会 の手 に渡 さね ばな らぬ難題 だ ったはずで あ る。 教育 は

ここで,地 方行政,ひ いて は国家の文教政策 とぶつか り,究 極 的には一国 の体 制的課題 に
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ぶち当るのである。以上のごとき機能 と制度の 矛盾の事例と して次のcaseが ある。字 も

書けず九九 もできないのに中学の卒業証書をもらった一女性がある。彼女は社会 に出てか

ら現実に行 きづまり,夜 間中学に入学 した。 しか し,こ れは もちろん制度的には存在 しな

い学校である。教師は無報酬であり,ま った く彼 らの犠性的善意にすが って存在するもの

にすぎない。高校教育 にも同 じく機能と制度の矛盾が見 られる。いわゆる三割授業といわ

れるごとく,一 方では高校全入がさけばれなが ら,現 実の高校教育はクラスの三分の一 し

かついていけず,他 は置きざりにされている。すなわち,高 校教育を受けるに足る実力 と

意欲 もないまま,入 学 し,そ のまま卒業する。 しか し,学 歴社会は彼を中学卒の秀才より

も高 く待遇す るのである。 そ して,彼 らがさらに大学を望むな らば,そ の矛盾はいっそ う

拡大再生産 されているのである。 たとえば,制 度の形式化の典型 として,大 学 における単

位認定がある。一定時間の受講 ・自宅研修 ・試験での一定以上の点を とることな く,単 位

を得 ることができる大学が存在す るのである。

以上のごとき教育 における機能 と制度のズレ ・矛盾はいつの時代 にも多少の存在を否定

できない。 しか し,昭 和30年 代には じまるわが国の高度経済成長政策による教育環境の変

化の速度に対する 制度的対応がtimelagを より大 き くして しまったことも否定できな

い。

しか し,こ れに対 し既成の教育学はなにを して きたのであろうか。現場の混乱に耳目を

閉 し,深 く象牙の塔にこもり,ま った く観念的に抽象化された教育理念の上に堕眠をむ さ

ぼっていたにすぎない。すなわち,理 論 と実践とのfeedbackに おいて,教 育ほどの不円

滑を見る学問分野は少ない。それは自然科学における工学諸分野 とは比すべ くもないが,

社会科学 における経済学の比です らない。 この原因の探索はここにそのいとまを有 しない

が,大 学の教育学科がなお文学部 の一学科にすぎないのを もって も知 り得るであろう。 そ

の意味において,大 阪大学の人間科学部の設置は正に画期的であるとできよう。なお,教

員養成大学 は,こ の論の外 にあることを付記 したい。

2.矛 盾 の発生 原因

教育 に対 す る経済 視角 か らの考察 につ いて,さ きに,T.W.Schultzの 例を紹 介 した。

彼 のば あいは主 と して教育 にお け る ミク ロ的視野 を把 えて い る ところに興 味の 中心が あ る

が,一 方,一 国の教育 投資 を再生産 的循環過 程 の一 環 と して考察 す るマ クロ視野 の業績 も

多 く,む しろ,一 般 に教育投 資論 とい うばあい は後者が先行 す るよ うで あ る。

しか し,教 育 を ミクロに 把 えて も,マ クロに 把 えて も,い ず れ に して も 教育 にお け

るinputとoutputのtimelagは 他 の一 般 的生産過 程 と同 列には論 じ得 ない ところに本質

的前提 与件が存 在す るので あ る。 特 に資本 回転の 早い 工業生産 は もちろん,そ の生産 が 自

然 的 ・季 節的条 件 に多 分 に依存 す る農業生産 に して も資本投 下か ら回収 までに,早 くて数

ケ月,長 くて数年 を 出ないで あろ う。 しか し,人 間の教 育 におけ るそれは数十 年を必要 と

す る。 なお,た だ時間 を尺度 にす るな らば,山 林 ・植林 のば あいが対応 す る。 しか し,人

間の教育 と樹 木 の飼 育 は本質的 に次 元 を異 にす る。 そ の混 同が行 われ るとき,教 育へ の経

済 的接近 は,か え って不幸 な結論 を得 る ことも否 定で きない。

そ もそも,教 育 は人間 の社 会生活 とparallelに 存在 した とされ る。 しか し,初 期 の それ

は多 分 に動物 本能 的要素 を もった もので あ った にちが いない。 あ るい は極論 すれ ば,そ れ

はな お,教 育 とはな しがた い もので あ ったか も知れ ない。 た とえば,ネ コの親が ネズ ミの
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捕 り方を教えるのを見て,教 育 とな し得 るかというのが これである。 しか し,あ る種の知

識 ・行動方法などの伝達が,た とえ非意図的なものであったとして も,そ れは社会生活の

従属変数であるにちがいない。 しか もその原始的形態は多分に実用的生活技術の伝達にす

ぎなか ったと推測され る。要は教育が社会を生み出 したことはあ り得ないのであり,も し

これを弁護せんか,中 世 ヨーRッ パの宗教裁判的断定を下さねばならないであろう。 なぜ

ならばこの論の末は人間社会の前最階に神の社会があったことを仮定 しなければ,な にも

のが当初の人間に教育的方向づけを したかの説明が不可能であるか らである。

以上の論に対す る反論は,も ちろん,教 育が社会をleadす るのであり,歴 史上,世 の

変革は偉大なる思想家の啓蒙活動に根 ざす と主張するであろう。 しか し,熟 慮す るまでも

な く,彼 をそうさせたものは,彼 の生まれ住んだ前段階の社会的諸条件にほかならないの

であ り,そ の意味においても,や はり,教 育は社会的所産なのである。

要するに,教 育の効果の収穫がひじょうに長い年月⑦の彼方にあることが,多 くの問題

を もたらす第一の原因である。

教育が制度的に,は なはだ長期投資的性格を帯び,ゆ えに個別的,少 人数的教育がより

効果的 とは分っていても,そ れでは社会的存在をな し得ない段階になると,お のずから制

度が機能に先行 しは じめる。すなわち,わ が国の明治初年のごとく,先 述のRostowの 言

うtakeoffの 段階⑧ に到達 した国家は,国 家有用の人材の急速な要請か ら,い ささか実

用的意図から帝国大学の学部を選んでいるのがその一・例である。 この傾向は現在でも,新

興独立国や,多 分に独裁制の性格を有す る国家に見 られるのであるが,要 は,教 育におけ

る制度が機能に先行す るようになったところに,教 育における諸矛盾の第二の原因を発見

する。

すなわち,こ こでは,社 会が教育の従属変数であるとは,も はや言いがた く,む しろ,

その権力の支持する制度が教育を規制す るよ うになる。そ してそこでは,教 育者は教育を

通 じて,人 により本意 ・不本意なが ら権力の伝達者 としての責任を 果すことにな り,特

に,直 接の支配下にある国公立学校はもちろん,元 来,protestを 意図 したはずの私立学

校すら追随 しは じめるようになる。その一例が公害教育のばあいである。昨今,と みにそ

の実施が叫ぼれているが,昭 和30年 代以后,教 育は高度経済成長政策のための人材養成に

協力 したはずである。国立大学の定員は,い つ しか理科系が文科系を追い越 し⑨,一 流高

校生の理科系学部志望は,実 に全生徒の4分 の3⑩ に及んでいるのでなかったか。そ して

その生徒の志望をかなえるべ く受験技術教育に専念 した高校が一流校 ・名門校 とされてき

た。それが急転直下,公 害教育に専念するという。

第三に考えられる教育矛盾の原因は,こ の権力に タテマエと ホンネが あることである

が,そ の原点は民主主義が同時に自由と平等を うたっている点にある。元来,こ の矛盾す

る概念を同時に理想 として追求することは空想 に近い。 自由とは競争を美化 した概念にす

ぎないし,平 等は不自由を覚悟 しなければならないか らである。 ゆえに,現 実に地球上に

は,そ のいずれかを選んだ 二つの民主主義 体制が 生まれたのであるが,タ テマエとして

は,ど ちらの体制 も共に自由と平等を同時にかかげているのである。

教育において,自 由と平等を同時に追求 したばあい,現 実はいかなる問題を惹起 したで

あろうか。平等とは社会較差の縮少である。現に,国 民の90%が 「自分は中産階級」⑪と

信 じているのだが,こ れは,人 口のより多い下層の生活上昇を示 しているのである。経済

余裕はわが国のような学歴社会では,直 ちに子どもをより上級の学歴に進学 させることに
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な って現 われ る⑫。 しか し,こ の傾 向 は直 ちに,上 級学校 の入 口にお け る猛 烈 な競 争 とな

って現 われ たので あ る。す なわ ち,学 歴 を財 産 とお きか えて読 む とすれ ば,私 有財 産の 自

由が,結 局,学 歴争 奪戦 とな り,教 育 にお ける平 等を根底 か ら くつが えす に到 ったので あ

る⑬。

この よ うな ミクロの 教育投 資姿勢を 不動産投 資 に対比 して考 察 して み よ う。不 動産 と教

育 に共 通す る ところの もの は,需 要 に対 して 供 給 の量を 増 加す ることが,困 難な点 であ

る。 しか し,不 動産 のば あいは,価 格 の調節 作用が働 いて,そ の騰貴 が有効購 買力を低 下

させ るた めbalanceが た もたれ,国 民 に とって は,子 ど もの教育以上 に 必需 品的性格 の

強 いはず の住 居の 問題 に対 し,教 育 に対す るほ どに緊 急視 しない のであ る。 また,こ の場

合,R.H.Harrodが 『TheTradeCycle,AnEssay1936』 の中で述 べ た ごと く,「 需 要

の弾 力性 の逓 減」⑭が 作用 してい る ことも否 定で きないで あろ う。

しか し,教 育,進 学 に関す る限 り,自 由社会 におけ る競争 の原理 は入学試 験の形 を とる。

そ して,不 動 産の ばあいの よ うに,金 銭的尺 度 によ る競争 で勝敗 を決す るので な く,ま っ

た く無 形 の知 識の 量的競争,そ れ も当 日のconditionに 左右 され るとな る と,speculation

的性格 の強 い競争 に変質 し,国 民 の不安 はい っそ う陰湿 にな る。

矛盾 の第 四の原 因は,競 争の原理 で あ る。 す なわ ち,西 欧民 主主義 の一 本 の脚 で あ る自

由権的 人権 は,経 済社 会 において は直 ちに 自由競争(freecompetition)の 形 を とって 具

現 され る。 もとよ りその前提 に個 入の営 利欲求 が考 え られ るので あ るが,要 は,そ の経 済

行 動の 自由放任 の彼方 に国家的繁 栄が約 束 され るとす る。 換言 すれ ば,進 歩 と繁 栄 は競 争

の中 に生 まれ るエ ネルギ ー こそ,そ の 原動力 であ る とす るので あ る。

しか し,競 争 は勝敗 を ともな うか ら,い つ しか,自 由 と競争 の論理 は勝者 の論理 にす り

か わ って しま う。 その段 階で 第二 次的 に平 等の原則が うたわれ,一 連 の経済 ・社会政策 と

な って現 われ るのが西欧 民主 主義で あ るが,こ の体制 下 において教育 は ど う関わ って くる

かを考察 して みよ う。

わが 国の ばあい,教 育 史 をひ も と くまで もな く,明 治政府 以来,身 分 制廃止をふ くめ,

無償 の師範教 育 などの平等 の原則 の具体的施 策が見 られ るが,も とよ りそれ も競争 選抜 を

前 提 に して い る。 なん となれ ば,資 本主義下 に おけ る競争 主体 は,競 争 に勝つ ために は,

徹 底 した合理 主義 を採 り,し たが って 少数 精鋭 主 義を 結論 とす るか らで あ る。 したが っ

て,そ こに少 数Eliteの 支配 の前提 がか くれて い ることにな る。

教育 におけ る競争 の原理 適用 の論 理 は,以 上 のよ うで あ るが,こ の現象 を,意 図的 に教

育 の原理 を経 済の原理 に対応 させ た もの とす るの は牽強 付会 で あ る。 む しろ,以 上 の ご と

き社 会へ人材 を送 ることを前提 に教 育を お こな うとき,無 意 図的 にもかかわ らず,経 済 原

則 そ っ くりの競争 社会が 教育を おお って しまったので あ る。 この事実 はすで に前 もって,

社会 が教育 を従 属変数 に し,制 度が機能 を圧倒 して しまって いた こ とを示 してい る。

3.競 争社 会の教育

以 上に述べ た もの は,教 育 にお け る機 能 と制度の ズ レ ・矛盾 の原 因の探究 であ る。 しか

し,前 項 にかか げた 四つの原 因は,そ れぞれがparallelに 並 ぶ とい うよ りも,む しろ,論

理的順 列で あ ると解 して いただ きたいので あ る。 ゆえ に,論 理 的traceの 結 果,必 然的 に

到達 した競争 の原理 が教育 とど う関わ るのか,を 項 を新 たに して考 察 してみ よ うと思 う。

競 争の 原理が,教 育 の過程 にお いて,む しろmeritと して肯 定 され る具体的 な現 わ れ
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は,通 信簿における相対評価 ・席次記入,優 等生表彰のみならず,日 常の授業にも,テ ス

トを手段から目的に転化 していることなどである。

しか し,元 来,評 価⑮ とは教師が授業を 進あるに当り,生 徒の理解度 ・到達度を確認

し,将 来の授業のよりどころとす るものであった。 しか し,い つのまにか,そ れが生徒の

差別と賞罰的意味を持ちは じめ,つ いには,生 徒の全人格的 ランクづけに連なる結果にな

っているのである。 特に,極 端なcaseは 席次によるクラス分け,さ らに,坐 席の配置を

席次順 とする事例 もある。その誘因は二つ考え られ,一 つは卒業後の就職段階における能

力選別を代行 している形⑯であり,他 は,進 学者における入学試験対策である。後者のば

あい,教 育の日常的 競争状況は,入 学試験のためのmanoeuvreと される ばあいが 多い

が,現 在,兵 庫県下に行われる高校生選抜制度(い わゆる兵庫方式⑰)は,中 学校三年間

の毎 日を,廃 止 したはずの高校入試 と対決させ る緊張状態に,生 徒を追いこみ,む しろ陰

湿な競争となって内攻 しているのである。

競争による能率向上のmiritは 否定できない。 それはむ しろ,動 物的本能に根ざすもの

である。 しか し,能 率主義が異状に進む とき,人 間としての子どもは忘れ去 られ,機 械部

品としての処理が入れかわるのである。 また,競 争は相対的測定であるか ら,そ の測定尺

度が重大な決定条件 となる。 しか るに,現 実に生徒を測定す るばあい,容 易に数値化 され

やすい性格をもつ課目が利用されている。 それは教養的課 目よりも,多 分に技術的,道 具

的⑱課 目になる。なぜならば,そ のほうが選別的評価がより容易であること。練習度が得

点に比例す るので生徒の管理の手段に しやすい。出世主義⑲的な見地か ら生徒 ・父兄の打

算に迎合 しやすいなどである。教養的課 目はこれに対 し補助的位置を与え られ,そ れも論

理的過程(な ぜこうなる)よ りも,結 果の量的暗記度⑳が尺度に利用 される。 さらに,情

操 ・体育⑳的課目がほとんど無視 されるのはこの測定手段的にもっとも不利な性格を有す

るからにすぎない。

か くして,英 語 ・数学 ・国語の三課 目が生徒の能力測定の三横綱になり,理 科 ・社会科

の諸課目が補助的に利用 されるRuleが 確立 し,一 部の課目⑳の,テ ス ト熟練能力の優劣

が結果的には,そ の生徒の全人格的,全 生涯的選別のために君臨するようになった。 しか

もなお,怖 るべき現実は,そ の事実が逆にfeedbackし て,こ んどはそれ らの担当教師の

能力,全 人格的評価爵 となって現われていることである。か くして終局的には教師そのも

のの教育技術者化,平 た く申せばサラ リーマン化が一般化 し,一 方には受験地獄を逆用 し

て産をなす教師⑳ と,他 の極にまった く無気力化す る教師が発生する。

教育における競争原理の頂点にあるものは,入 学試験である。入試 の方法ない し技術論

については紙面にそのゆとりはないが,い ずれに して も,現 今,わ が国で一般に行われる

大学入試制度について申せば,上 述 したるごとき教育の歪の原点であると極言 してはばか

らないのである。

もちろん,入 試選抜制度の改革は,目 下 その積極的努力⑳が重ね られつつある。 しか

し,そ れは⑳主 として中等教育においてであ り,高 等教育におけるそれは,遅 々⑳として

進んでいないよ うである。その理由は,中 等学校は過半数が公立学校であるため,制 度的

に把えやす く,し たがって大量一気 に改革が容易であることである。他方,大 学は学生の

7000が 私立大学生であることか らも分るように条件はまった く逆になり,し か も,大 学の

自治の原則が,こ のばあい,ま った く逆効果 となって現われるのである。

最後に,競 争の原理と教育過程,評 価とが各先進国において,い かに処理 されているか
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を 主 と して,入 試選抜 の ばあいに おいて考察 してみ よ う。 ア メ リカ合 衆 国にお いて は,大

学入試 は ほ とん どな く,一 種 の資格試 験 であ る進学適 性検査 を中心 に推せ ん入学 に近 い 制

度 であ る とされ る。 つ ま り,豊 か な国で は定 員 に対 し学生 を選ぶ のでな く,志 願者 に合 わ

せ て設備 をadjUstす るといわれ てい る。 しか し,現 実 のそれ は,た とえば,九 月新学期

までの数週 間のorientationに お いて,そ の大 学 の講議Levelを 知 るにた る程度 の予備講

義 を行 ない,現 実 に入学 す る自信 を も った もののみを迎 え るが,結 局,半 減 して しま うと

い う資料⑳ が あ る。 また,入 学後 も厳正 な単位取 得が お こなわれ,三,四 年生 はそれ ぞれ

一年 生の 人員の半数 に な って い る,と い うことは,専 門課 程の入 口に おいて,約 半 数が脱

落 す る大学 もあ り,さ らに,別 の資料⑳ では,学 年 が昇 るごとに半減 し,四 年生 は一 年生

の8分 の1に なる とい う事例 もあ る。 これは この国で は単 に どの大学で学 んだか が一 般 的

評 価 とな り,わ が 国の ご とき,Degree取 得 は二次 的に考 え られ るか らで あ る。 これ は こ

の 国の歴 史的背 駿が,猛 烈な 入材 不足 に出発 して い るため,栄 達 の チ ャンスに恵 まれて い

た こと。要求 され た 人間が 直接,生 産力 とな って現 われ る実 用 主義 的評 価の人材 だ った こ

とな どが,学 歴主 義に対 し,実 力 主義祉会 を形成せ しめ た もの と推測 され る。

ソビエ トにお け る大学生選 抜 は,意 外 に も猛烈 な競 争 主義で あ り,モ ス コー ・レニ ング

ラー ド・キエ フ三大 学 あた りの入試 は激烈 を極 め るとい う。 前述,東 欧民 主 主義 国家 は自

由 よ りも平 等を第一 義 とす る体 制を採 る と述 べ たが,こ れ は矛盾 す るよ うに思わ れ る。 し

か し,ソ ビエ トの考 え方で は,平 等 とはチ ャンスの平 等で あ り,す なわ ち,生 まれてつ き

の既 成条件 に よ り進 学が 不 可能 とい うこ とのな い ことを意 味 して お り,大 学教授 の息子 も

工 員の息子 もひ と しく机を 並べて入 試を受 け,合 格 すれ ば,差 別 のな い処遇 を受 け られ る

ことを意味 して いる。 す なわ ち,こ の競争 は両親 の経 済力⑳ に無関係 で あ るか ら,fairで

あ り,む しろ有効 であ る とされ る。

これに対 し,中 華 人民共和 国 において も,1949年 の建 国以来 同上方式 を採 って きた ので

あ るが,や は り,旧 時代 の インテ リ,富 農 の子弟 が有利 にな る とい うので,1966年 の文 化

大革 命以 後,ペ ーパ ー テ ス トを廃 止 し⑳,高 級 中学 卒業 後,2～3年 間,生 産労 働 に参 加

し,そ の あいだ の人物 ・思 想評 価に よ り,職 場 の推せん(保 送)を 受 け入 学す るもの とさ

れ て い る。 しか し,昨 今 の情報薯 に よれ ば,や は り基礎 知識を 問 うテ ス トが あ る ら しく,

職場 に学 習班が あ って勉 学が行 われて い るよ うであ るが,な お,詳 細 は不 明であ る。 ただ

し,ソ ビエ トの競争導入 方式を修 正主義 とす る この 国であ るか ら,入 試 選抜 と競 争主義 を

ど う噛み 合わせ るか は,将 来 の課題 ⑳ であ ろ う。

次に,一 ・般 の先 進国で はな いが,少 くとも試 験制度 に おいては先進 国 と され る ものに,

中華民国 台湾 にお ける連合 招考新 生 制度 が ある。 す なわち,い わゆ る科挙考試 を1300年 に

わた りつ づ けた中国 の経 験的結論 が,こ こに生 きて い るので あ る。 も とよ り大学 入試 は官

吏 登用試 験で はないが,人 材不足 の この国で は,一 流大 学 出身者 は直 ちに重 用 され るので

あ り,そ れは,む しろ,競 争 原理を 徹底的 に爆 発 させ た もの と解 され る。 そのため に,国

立台湾大 学⑭で は60～70分 の1と い う競争 率が生 まれ る。(もとよ りこれ は,全 国共通 テス

トな るが ゆ えに起 る数 値で あ り,大 学 別の選抜 制 と直 接,比 較で きない)。この選抜方 法の

processの 説 明⑳ は紙 面 のゆ と りな く省略 す る。 ただ,そ の最大 のmeritと 特 色 は不 正の

防 止が徹 底 してい るこ とで あ り,ソ ビエ トとは別 の意味でfairな 競 争が保持 され てい る

よ うであ る。 しか し,こ れ を裏返 しに見れ ば,受 験準 備教育 によ る高校以 下 の教育の歪⑳

は 目をおお うばか りであ り,わ が国 の比 で はな いこ とを報告 した い。
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な お,こ こにぜ ひ とも付記 しな くて な らぬ もの に,学 校 スポー ツのあ り方が あ る。 す な

わ ち,前 述の ご とき知 育偏重 の反 対の極 に反 動的 に現 われた体育偏 重で あ り,ガ リ勉 に対

しガ リ練 と称 せ られ るcaseで あ る。 その多 くは私立学校 に多 く見 られ,経 営者 もまた経

営方針 と して対外試合 にお ける優 位を奨励 す るため,一 連 の シゴキ事 件な ど とな って現わ

れ るものであ り,あ き らかに,学 校 スポーツの倒錯が見 られ るので あ る。

ま と め

筆者は10数 年以来,日 本の教育の歪の原点が現行の大学入試制度の中にあり,そ れが中

等,初 等あるいは幼児教育,さ らに家庭教育にまで影響を与えていることに対 し,地 味な

研究を重ねている。

要は,教 育の歪が末尾に紹介 した少数の事例にもあるごとく,も はや末期的症状を露呈

している今日,そ れは社会問題を通 りこして 入間生態学的色彩を 帯びてきたこと。 そこ

に,昨 今の公害問題 との類似点がみ られ るのではないかとい うこと,さ らに,全 国の教師

たちのあ くなき努力にもかかわ らず,教 育機能に対 して制度がとか くズ レ,矛 盾を起 して

いること。その矛盾発生の原因はどこにあるのだろうかの論理的探究。最終的に到達 した

「競争社会」の原則の壁の前で,教 育はこの壁 とどう対決 し,ど う関わってい くべきかと

い うことになる。

ゆえに,小 論はあ くまで中間的な 「まとめ」であり,「 結論」 とはな しがたいものであ

る。先生方,特 に多 くの学問分野か らの視角による御叱正と御教示を乞 う次第である。

(事 例)

(イ)西 宮市は教育正常化のためラン ドセルと宿題を廃止 したところ,手 提げカバ ンを持たせる家庭

が続出した。なお,学 習塾に通 う子どもは小六生で35%,中 一生では48°oにのぼる。なお,兵

庫県全体では,そ れぞれ33%,32%で あり,逆 効果が明確となった。

(ロ)夏 休中,午 前午后2時 間ずつの家庭教師をつけ,計11万6千 円の月謝を払 ったcaseが ある。

㈲ 大阪の有名な進学塾は寄宿制で,毎 夜2時 まで自習,朝 は6時 に起 して,そ こから自宅近 くの

中学へ通わせ る。

ω 兵庫県では 「そんなことでは,い い学校にはいれない」と叱った教師は13.1%も いる。

(ホ)大 阪府立某高校では,英 語 ・数学に指導要領の2倍 の授業時間を割当て,理 科 ・社会科を犠牲

にしたが,府 教委に出す卒業認定届には規定のごとく記入 した。

8N高 校の紛争のとき,生 徒側の出した 要求に 「0社の模擬試 験以外のいっさいのテス トをや

め,大 学入試用の調査書にもその点を書け」 というのがあった。

(ト)同 じく 「先生は,す べからくテ ィーチングマシンになってほしい」の声があった。

㈱ 大阪近郊の小学校で,参 観にきた校長に授業をほあられた女子教員が,「 水道方式でやりまし

た」と説明したため,人 事異動となった。

(リ)兵 庫県のある高校の文化祭のポスターに 「勤務評のおかげで,な にもしないで給料にありつけ

るよ」と先生をか らか うのがあった。

(ヌ)「 同級生だから挨拶のかわ りに愛想笑いするだけ,仲 のいいふ りして肩を組んでいるだけ」と

言う女子高生。

(ル)「 苦心 して解いた宿願を写させてほ しいと言 って くる人。それをまた写 して しまう人。 くやし

くて泣きたいほどです」と女子中3生 。

(ヲ)「 わからないところを担任でない先生に聞きに行こうとしたら,担 任の先生の顔をつぶすから

やめるよう言われた」 と中3女 子。
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H-)

(そ の 他)

拙著 『受 験 戦 争 』 に も多 くの 事 例 を 紹介 して あ る。

「最近よ く持物がなくなるので,先 生に調べてほしい」 とたのんだら 「学校は 警察でないか

ら」とか 「私は生徒を信用 している」と言われた。 「もっと強 く要求したいのですが,感 情を

害 して内申を悪 く書かれるとよい高校へゆけないし一一一」と中3男 子。

名門中学に入学するため,6回 も入学 ・編入試験を受けた京都市の小学生がある。そのときの

問題に 「京都の市電の運賃はいくらか」というのがあって,彼 が知らなかったことを聞いた母

親は,そ れからはほうぼうに連れてゆくようになった。(N高 卒業文集)。

ある高校でホームルームを時間割に組入れる運動があったとき,「 そんなことをしたら,ぼ く

たちの受験勉強が遅れるよ」という意見が強かった。結局,過 半数でやることになったが,彼

らは討論に背を向けて勉強していた。

都市への人口集中に運動場がせまくなり,一 学年ずつ 六回にわけて 運動会をする小学校があ

る。

「火事」と呼ぶ と飛出し 「光化学」と呼ぶと飛びこむゲームが,小 学生のあいだに流行してい

る。

「いま来たあの子,は じめから東大などダメと分っていたのだが,一 人 くらい東大受けて くれ

んと,お れのメンツにかかわるんでなあ」と高校職員室での閑談。

東大生の中で 「尊敬する先生」として 「予備校の先生」をあげたのが多い。その理由は 「教室

の談話から,高 校では得 られなかったものを得た」,「 この先生にお会いできたことは,ぼ く

の人生の方向に大きな力になりました」,「 ガ リ勉学校といわれはしないかと,外 へはウソば

かり言っている高校よりも,名 実一本の予備校こそ学校だった」など。

よくで きる子にできない子が リンチを加えるのは男の子によ くあるが,女 子高のばあい,美 人

の子をそうでないのが リンチし,子 どもを 生めないようにして しまった 事件がある。 もとよ

り,自 由社会においては男は頭,女 は顔が武器であることに起因する。

「性教育の現般階は,も はや性の知識より避妊教育が急務である」という意見もある。

ピ 注'〉

① 特 に,都 市 社 会 学 に お け るhuman・ecologyの 進 歩 は め ざ ま しい。

②Schultzの ば あ い,学 生 の教 育costが,い か な る経 済 的 価 値循 環 を示 す かを 分 析 して い る。 ま

た,Millsは,ア メ リカ社 会 に お け る 中間 階 層 が 子 弟 教 育 に対 し,多 くの経 済 計 算 が あ る こと

を述 べ て い る。

③ 後 述,Rostowに よ る。

④ た とえ ば,Sohultzは 学 生 が 進 学 せ ず に 就職 して い たば あい の 賃金 を放 棄 所 得 と して教 育cost

の 中 に算 入 し,そ れ を総costの 「5分 の3」 と して い るが,こ れ は賃 金 水準 の高 い ア メ リカの

数値 で あ ろ う。

⑤ 北海 道 大 学 ・教 育 経 済研 究 会 の石 原 孝 一,名 古 屋 大学 の 天野 郁 夫 ・潮 木 守 一,東 北 大 学 の 鬼 木

甫,大 阪 大 学 の 二 関 隆 美 な ど。

⑥ ヒ ヨ コの片 目,片 足 を 切 除 し,羽 根 な ど食 用 に な らぬ 部分 を取 去 り,耗 消 を 避 け るた め,最 小

限 の箱 に入 れ,昼 夜 を とわず 照 明 し,完 全 飼 料 を 与 え る こ とに よ り,成 長 を 早 め,資 本 の回 転

を 早 くす る。

⑦ 「教 育 は懐 妊期 間が 長 い 」 と表 現 した例 もあ る。

⑧Rostowは 『TheStagesofEcomicGrowth』 の 中 で,「 伝統 的社 会 の投 資 率 な い し貯 蓄 率 が 国

民 所得 の5～10%を こえ た と き,農 業 が 商業 化 し,新 しい 工 業が 発 展 し,企 業 家 とい う階級 が

拡 大 し,そ の国 は急 速 に近 代 化 しは じめ る。 そ して,日 本 の それ は19世 紀 の第 四 ・四半 期 で あ
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った」と説いている。

⑨ 高度経済成長政策が軌道にのったとされる昭和40年 において,全 国立大学入学定員55,624名

中,工 学部は11,856名 に達 した。ちなみに,国 公私立総数においては174,577名 中,28,060名

である。(日 本教育年鑑)

⑩ 東京大学に長 く全国一の合格者数を出しているN高 校では,一 学年各4ク ラス屯3ク ラスま

でが理科系志望である。

⑪ 昭和48年9月 の国民生活センターの調査。

⑫ 『国民生活白書』によれば,国 民が貯蓄目的の第二位にあげているものは 「子供の教育費」で

ある。

⑬ 拙著 『受験戦争』(潮 出版社)参 照。

⑭R.H.Harrodに よれば 「国民がゆたかになるにつれ,商 品の価格差に対する敏感さは鈍化する」

という。

⑮ テス トは絶対評価に対立する。つまり,定 員だけの入数を選抜するときには相対評価であるテ

ストがあり得る。 しか し,授 業における生徒の到達度を知 るには,絶 対評価でなければならな

いはずである。

⑯ClarkKerrの 『TheUsesoftheVniversity』

⑰ 中3生 を受験準備教育から救出するため 当時の教育長一谷氏の発案になる 選抜方式。 すなわ

ち,ア チーブメント・テス トを中止 し,メ ンタルテストに近いものを実施するが,選 抜の決め

手は中学三年聞の成績による。ゆえに現実には生徒は,「 灰色の三年生」から,む しろ 「灰色

の三年問」になっただけである。meritと しては,む しろ中学における生徒管理の決め手を得

ることであろう。なぜならばこの方法によると,一 部の受験課 目だけに熱中できない。また,

家庭教師内職にはしる教師の堕落も防止できる。

⑱ すでに,中 学 ・高校において数学 ・語学はなく,そ れぞれ数術 ・語術であるともいわれる。そ

れらは単に入試問題の出題確率の上に計算された授業計画にしたがって,単 に,「 こう問われ

ると,こ う答えよ」式反覆訓練にすぎない。

⑲ 少 くとも,高 校における大学進学者のばあい,一 流大学一一・一流会社とか,医 師弁護士志望の

漸増が見られ,家 計上の教育投資志向は年を追って濃厚になっている。

⑳ したが って,で きるだけ断片的知識を問 うことにより,採 点の客観性と容易性を求める。某年

の東京大学入試において,世 界史はその解答の70%が 単に断片的な人名 ・地名 ・西暦年数の丸

暗記知識を求めている。

⑳ 芸術大学 ・体育大学は例外である。

⑳ 一般に,少 数課目による入試が高校教育の歪是正と信じられているが,事 実は逆で,ま すます

一部課目のintensiveな受験教育を加速 している。また私立大の中には,受 験生を集めるため,

課目縮少に走るものが多い。逆にK学 院大B学 部は数学を必修にしたため,受 験生の激減(特

に女子学生の)が 見られた。

⑳N高 校では,ク ラス担任は英 ・数 ・国の教師のみに限られた。 他の課 目の教師も担任にした

が,父 兄 ・生徒はこれを無視 し,結 局 ・この三課目の教師に指導を求める。

⑳ 拙著 ・前掲書参照。

⑳ 筆者が連絡をもつ大学入試改善会議ないし委員会に,文 部省外局のもの,国 大協のもの,東 京

大学のものなどがある。筆者が提案実現 したものに調査書式改革 全国共通テス ト,論 文式解

答方式がある。

⑳ たとえば,東 京都における学校群制。兵庫県の兵庫方式は有名である。なお,大 阪府も独自の

方式を開発 しつつある。

⑳ 目下の計画は,全 国大学共通テス トであるが,こ れ も単に第一次試験的意味 しかもたず,私 立
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大学は含まれない。その理由は,一 一部国立大学のエリー ト意識と私大側の受験料収入の激減が

理由とされる。

⑳JohnKeats,rTheSheepskinPsychosis』(1965)参 照。

⑳lbid,ほ か。

⑳ 西欧自由社会のばあい,私 有財産制のため子弟の教育費は受益者負担になりやすい。理由は,

子弟への教育投資の効果が直接,本 入と両親に還元するからであるが,そ のため,国 公立大学

といえども学費は無償でないし,卒 業までの生活費をふ くめ多大の自己負担が要求されること

になる。また,む しろ,そ の矛盾を逆用 して,子 弟の大学進学が両親のStatusの 示威的手段

(勲章的効果)に すぎないような私立大学の存在が見られる。C.W.Millsの 前掲書,拙 著前

掲書参照。

⑳ 朝日新聞社編r科 学と労働を結ぶ教育改革』にくわ しい。

⑳1973.8.28の 朝日新聞が報じる 「下放知識青年が白紙答案の裏に書いた指導者への手紙」に関

する一連の報道。

⑳ 前掲書は 「科学技術の進んだ現代において,水 準向上のために,は たして現在こころみられて

いる方向で間に合 うか」と書いている。

⑳ 旧台北帝国大学を受けついだもの。

⑳1970年,筆 者小論r中 華民国の招考新生と科挙の関係』参照。

⑳lbid参 照。
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